
プ  ロ  ポ  ー  ザ  ル  公  告  
 

公募型プロポーザル方式により令和８年度働き方・職場改革等促進  
事業に伴う契約候補者を選定するので、下記のとおり公告する。  

 
令和８年（２０２６年）　５月　  １８日  

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下関市長　前田　晋太郎　　  

 
　　　　　　　　　　　　　　　　記  
 
１．件 名　  

令和８年度働き方・職場改革等促進事業  
　　　　　　　　  
２．業務内容　  

別紙「令和８年度働き方・職場改革等促進事業業務委託仕様書」 の  
とおり  

 
３．委託期間　  

契約締結日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで  
 
４．参加資格要件  
（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規

定に該当しないこと。  
（２）企画提案書の提出期限において、下関市競争入札参加有資格者

指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けていないこ

と。  
（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の

申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手
続開始の申立てがなされている者（民事再生法に基づく再生計画

の認可決定を受け、かつその取消しの決定を受けていない者を除

く。）でないこと。  
（４）事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分につ

いて、再委託（委託業務の一部を第三者に委託することをいい、

請負その他委託の形式を問わない）しない者であること。  



（５）十分な業務遂行能力を有し、令和５年４月１日から令和８年３月

３１日までの間に同種・類似業務の実績を有すること。  
（６）下関市に対し、市税を滞納していないこと。  
（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定

する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。  
 
５．参加申込書及び企画提案書の提出方法  

　　　　別添「令和８年度働き方・職場改革等促進事業に係る公募型プロ

ポーザル実施要領」のとおり


